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乙第: 1I 号諒

仲間 1 3 間判決古渡問田原本領収裁判所書記命
令和 6 年(ワ)第 2 7 000号損害賠償請求事件

口頭弁論の終結の岡 令和 7 年 4 月 9 日

判 決
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行為に基づき、損害金合計 165 万円及びこれに対する不法行為の日である令和 6

年 2 月 1 9 日から支払惰みまで民法所症の年 3 パーセントの割合による避延損害金

10 

の支払を求めている。

1 前提事実(争いのない事実、顕帯な事実並びに蝿記の住拠及び弁論の全趣旨

ti ~こより容易に認定できる事実)

(1) 当事者

ア 原告は、令和 5 年 2 月 6 日当時、日本共産党の党・員であった者である。

イ 被告は、元参餓院議員であり、日本共産党の高1]委員設である。

(2) 事実経過

ア 原告は、令和 5 年 1 月 2 0 日、 「シン・日本共産党宣言 ヒラ党員が党首公

遣を求め立候補する理由 J と題する書籍(以下「本件書籍j としづ。)を文春新瞥

.. ," 

で公刊した。

イ 原告は、令和 5 年 2 月 6 白、本件書籍に記載された内容等を現由として、-岡

本共産党から除名処分を受けた(甲 2) 0 

-
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15 ウ 原告は、令和 5 年 2 月 6，問、記者会見を開催し、 「文笹春秋の方もいるので、

ニんなとと官っていいかわかんないです宇けど、党員にたくさん説んでもらうために、

定価を 1 000 円以内にしたいよね。どうしたらいいだろう。いや印税在減らせば

何とかなるかもしれないですね。本当にそうやって印税を下げてでも党員に、共産

党員には年金生活者が多くて、 1 000 円以上は出せないよねと思った。 J と発言

20 した(以下、この措背骨「本件原告発言」という。)。

1 エ 被告は、令和 5 年 2 月 1 9 日、京都府の長岡京市中央公民館 3 階市民ホ}ノレ

で開催された日本共産党慎脱会に、日本共産党副委員長・元参議院議員の肩書で盤

壇して演説をし、問演説の中で別紙のとおり発言した(別紙発官のうち、 「その文

春と相談して、党内をかく乱するためには値段も安くしましょう。記者会見で公然

25 と語っています。格安の千円にしたのは、党員というのば貧乏人が多いと、そうい

う人に買ってもらうためには、印税少なくしてでも千円はしようと、こういうこと

2 
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まで相搬しました。 j という部分を「本件発言J という。) (甲 4 の 2) 。

2 本件の争点

(1) 本件発言ば原告の社会的評価を低下させるか

(2) 免質事由の有無

a (3) 損害の弗生及びその額

S 争点に関する当事者の主眼

(1) 争点(1) (本件発言は原告の社会的評価を低下させるか)について

(原告の主張)

本件持営のうち、 「党内をかく乱するためにはJ という言飛は、原告自身が時つ』

10 たものとして述べられているのであり、原告が本件帯舗にqき、日本共麗党の内部

をかく乱する問的を.もって値段を安くした旨の事実を摘示するものである。そうす

ると、本件宛営は、党員である原告がその脱する党と党員を諜切ったとの印象を与••• 
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4

えるものであるから、原告の社会的評価を低下させる。­

(被告の反論)

杏榔する D

本件発言は、本件原告発言を事実として指摘したよで、原告の言動が日本共産党

の内部での自らの主張の支持者賛同者を増やし、党運営をかき乱そうとするものだ

という被告の評価を述べた意見ないし論評である。

(2) 争点(2) (免責事由り有無)について

20 (被告の主張)

本件挽雷は、日本共産党という政党の政策や本当の姿を多くの国民に伝えるため

に行われたものであるから、政党の正常な運営や政策、政党のあり方という公共の

利寄に関する事実は係り、かつ、その間的が田本共産党に対する有権者の正しい部

械を広げるという専ら公益を図ることにあったものである。

お そして、本件発雷中、意見ないし愉併の前提としている事実は、本件原告発言を

そのまま引用したもので、真実である。

3 
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さらに、本件発官は、人身攻略産lこ及ぶなど意見ないし鮪官平どしての域を逸脱して

いなし九

したがって、本件発雷には違法惟がない。

(原告の反論)

否問、し、争う a

(3) 争点(3) (損害の発生及びその額)

(原告の主張)

ア慰謝料 150 万 000 0 円

被告の本件措嘗は、収容人数 200 人のホーノレで行われたものである。また、本

10 件発憤を収録した映像は岡本共産党京都府委員会のウェプサイトで公開されている

のであり、現在もなお被告の本件発宮は社会に向付て拡散され続けている。

イ 弁雄士費用 1 5，方 o 0 0 0 円•• 
• 
• 
• 
•• 
• 

• 

, 

••••• •••• 
-

-

a
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ウ合計

(被告の反論)

165 方 0000 円

-・

16 否偲し、争う。

第 3 当裁判所の判断

1 争点(1) (本件邦首は原告の社会的野佃を低下させるか)について

木件発雷は、本件書籍の公判をはじめとする原告の言動について、本件原告発言

を揃示するとともに、とれをどのように受け辻めているかという被骨の意見ない L

20 輪評を述べたものと解するのが相当である。

そして、原告の雷動が日本共産党内をかく乱するものであるとの被告の意見ない

し論評は、原告が日本共産党の決定とは具なる見解を自本共産党員に広め、党内の

秩序を乱そうとしており、所属していた党と党員を裏切ったとの印象を与えるもの

であるから、原告の社会的評価を低下させるもの左認められる。

25 なお、原告は、・本件発首のうち「党内をかく苦しするためにはJ との部分も原告が

記者会見で語った言葉として述べられていることから、本件発言は全体にわたって

4 
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事実の捕邪であると主張する。しかしな.がら、被告は、本件発宮の前後においT原

告が日本共産党を攻撃していると激しく非難しており、そのような本件発首の前後

の文脈に加え、本件措言が政党の演説会でされたものであって聴衆がその内容を反

復して確認するものではないことからすれば、原告の上配主張を採用することはで

5 きないD

2 争点(2) (免責事闘の有無)について

ある事実を基礎としての意見ないし輪評の器明による名誉致損にあっては、その

行為が公共の利害に関する事実に係り、かっ、その目的が専ら公益を図ることにあ

った場合に、意見・論評の前提としている事実が君主要な部分について真実であると

lO との証明があったときには、人身攻般に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱した

ものでない限り、当骸行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁昭和 5 5 

•• • •. • ••• •• •• 年(オ)第 .1 1 8, 8 号問 6 2 年 4 月 24 問第三小法廷判決・民集 4 1 巻 3 号 490

頁、最高裁昭和 6 0 年(オ)第 1 274 骨平成元年'1 2 月 2 1 日第一小法廷判決・

民銀 4 3 巻 1 2 号 2 252 頁議長照)。
-・. .・.

~ . .. . 
a a 

. ., 
16 被告は、日本共産党の副委員長の立場で、日本共産党の演説会において、本件発

言をした(前提事実(1) のイ、 (2)のエ)。その内容は、田本共産党という政党の運営

や政策という公共の利害に関する事実lこ係り、かaつ、その目的が日本共産党の運営

や政策について有権者に説明するという専ら公益を図ることにあうたものと認めら

れる。

2Q そして、本件発言中、 「党内をかく苦しする J という意見ないし輸解の前提として

いる事実は、本件原告発首であるから其実であり(前提事実(2)のウ)、本件発言が、，

人身攻撃に及ぶな r意見ないし論評としての域を逸脱したものでないことも明らか

である。

したがって、木件発言は逸法性を欠き、不法行為は成立しない。

20 3 結論

よって、原告の簡求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がないか

5 
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らこれを棄却することとして、主文のとおり判決するロ

東京地方裁判所民事第 3 4 部

回.k_ \.)..，~ 
h~~ ~:2iI ユ~..t曲、

裁判長裁半崎 'ca ,. Yf)，.取7W
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別紙.

56:41 こういう時に、こともあろうに日米安保条約を岡本共産党の器本政策に据えな

さい、在日米軍は日本を守るI抑止力だ、核抑止はまずいけれども通常兵力で首え

ば安保条約にもとづく在日米黒が日本にいる，のは日本の平和と安全を守るためだ

と、政府が大事びをするようなこlとを雷い出した人がいます。

それが松竹伸唱さんであります。

彼は具輸を持っていたから処分されたのではありません。

いま述べたような意見を、一度たりとも正規のノレ」トにもとづいて上げるとと

はしないで、周到な準備をして出版物を持行して、記者会・見を開哲、だいたいで

すね、田本記者クラプがその場所を提供するなんてことは、誰もがやれる場所じ

ゃないんですね。

57:42 そういうところを提供lしたというのは、共産党パッシングをおおいにやれと為

もう平和の大攻勢かけられたら閤ると、そういう勢力と結託している左思うんで

57:11 

57:14 

57:20 

.‘ 
.. 
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すね巴

57 ~54. 松竹~目んが出された本はどとから出ているか。文総春秋なんですねi

5B:OO その

し\

与哀ぷ.c..

インタビューをやって、好き勝手応しゃべりまく'って、日本共産党を攻撃した。

攻撃というと、ちょっと強い言葉だと雷われるかもしれませんが、文字通り党

を攻撃したので、党規約にもとづいて処分をされました。

田;本共産党のいまの指導体制は倒人独裁体制だなど

58:20 

58:27 

それだけじゃありません。58:37 

と、驚くような内容を書き連ねた本を出した鈴木元(はじめ)氏と相践して、同

じ時期に出した方が効果的だからというと工とで督促をしたと。というととをみず

7 
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から記者金見で公雷しました。そういう分派的な行動をとったことを公首してい a

る。

59:06 さらに、とうも言いました。これから一年かけて、自分の除名処分の撤回の運

動をやるから、問欄者のみな・さんは党にとどまっておいてくれと、自分は外でや

るなどと、分派活動の仲間を募っていると。

59;23 とれが善意の改革者と官えるだろうかと。

59:28. 党員であるととを最大のウリにしながら、党の外からみずから認めた綱領の持

号とも嘗うべき安保条約廃棄の方針を捨てよと、いわぽ日本の・アメリカ対米従属

のおおもとにあるのが安保魚約だというのは、田本共産党の綱領のキモと雷うべ

き内容です.ねρ

59:50 それを捨てよと夜飾を迫つで、安保廃棄なんて掲げでいるから共闘がうまくい

、.

かないんだと、避挙で負けたのも安保条約路探なんてなことを言っているから負

けたんだと、との間の政府自民党の攻撃と瓜ニゅの攻撃をやっていると。

i : 00: 11 一部に、ふところ深く大人の対応をという意見を幸子せて頂いている方もいま

ず。

e
 
-
• • •• .• 

‘. 
、
.

-・" . ~ , . . 
.. .・. 
-・

1: 00: 18 私は普意でそういう思いをもっておられる方には、ねばり強く経過も説明し

てご理解を頂くように努力したいと思ゅて・ます。

1 :00:27 .しかし、悪意に満ちた攻離やかく乱については、一歩も引かずに、そういう

攻撃をはねのけるために、冷静かっ毅然と対応していきたいと思っています。

1:00:42 そうしなかったら、日本共麗党が日本共産党でなくな-ります。結社の自由を

侵害するような不当な攻撃にも立ち向かっていく決意であります。 (1:00:63)

以よ

8 
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